
令
和
６
年
第
１
回

市
議
会
定
例
会
（
案
）

■
会
期
日
程

　

２
月
８
日
（
木
）
議
会
運
営
委
員
会

　

２
月
14
日
（
水
）
本
会
議
（
開
会
）

　

２
月
21
日
（
水
）
産
業
厚
生
委
員
会

　

２
月
22
日
（
木
）
総
務
文
教
委
員
会

　

２
月
27
日
（
火
）
一
般
質
問

　

２
月
28
日
（
水
）
一
般
質
問

　

３
月
１
日
（
金
）
産
業
厚
生
委
員
会

　

３
月
４
日
（
月
）
総
務
文
教
委
員
会

　

３
月
６
日
（
水
）
予
算
特
別
委
員
会

　

３
月
７
日
（
木
）
予
算
特
別
委
員
会

　

３
月
８
日
（
金
）
予
算
特
別
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
（
予
備
日
）

　

３
月
11
日
（
月
）
予
算
特
別
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
（
総
括
質
疑
）

　

３
月
15
日
（
金
）
議
会
運
営
委
員
会

　

３
月
18
日
（
月
）
本
会
議
（
閉
会
）

※
日
程
が
変
更
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
時
間　

本
会
議
：
10
時
～

　

一
般
質
問
等
：
９
時
30
分
～

■
本
会
議
傍
聴　
　

ど
な
た
で
も
傍
聴
可
能

■
請
願
・
陳
情
の
取
扱
い

　

会
期
中
の
審
査
に
付
す
場
合
は
、
２
月

　

７
日
（
水
）
が
提
出
期
限
で
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

議
会
事
務
局

　

☎
内
線
３
５
８

▲詳しくは
　HP から

国
民
年
金
保
険
料
は
口
座
振

替
が
お
得
で
す

　

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
は
、
口
座
振

替
に
よ
る
前
納
が
お
得
で
す
。

※
お
申
し
込
み
か
ら
口
座
振
替
が
開
始
さ
れ

　

る
ま
で
に
１
～
２
か
月
程
か
か
り
ま
す
。

　
（
４
月
末
日
か
ら
の
前
納
は
、
２
月
末
ま

　

で
に
申
請
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。）

※
２
年
前
納
に
よ
り
納
め
た
国
民
年
金
保

　

険
料
は
、
税
申
告
の
際
、
全
額
を
納
め

　

た
年
に
所
得
控
除
す
る
か
、
各
年
分
の

　

保
険
料
に
相
当
す
る
額
を
各
年
に
所
得

　

控
除
す
る
か
選
択
で
き
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

市
民
課
市
民
係　

☎
内
線
１
６
３

前納方法 口座振替
割引額

現金納付
割引額

毎月分早割
（当月末振替） 50 円 ー

６か月前納 1,130 円 810 円

１年前納 4,150 円 3,520 円

２年前納 16,100 円 14,830 円

▼ 令和５年度の通常の保険料（月額 16,520 円）で計算した割引
　 額の比較

垂
水
市
民
間
資
金
活
用
集
合

住
宅
建
設
促
進
事
業

　

垂
水
市
内
に
集
合
住
宅
を
建
設
さ
れ
た

方
の
固
定
資
産
税
（
土
地
・
家
屋
分
）
を
減

免
す
る
こ
と
で
、
民
間
資
金
を
活
用
し
た
集

合
住
宅
の
建
設
を
促
進
し
、
定
住
促
進
を
図

る
も
の
で
す
。

※
償
却
資
産
分
は
対
象
外
で
す
。

■
減
免
申
請
手
続

①
最
初
の
納
付
期
限
の
７
日
前
ま
で
に
減

　

免
申
請
書
類
を
市
に
提
出
し
て
く
だ
い
。

②
減
免
申
請
の
手
続
は
、
毎
年
必
要
と
な

　

り
ま
す
。

※
減
免
に
は
一
定
の
要
件
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課
固
定
資
産
税
係

　

☎
内
線
１
３
７

対象地区 減免期間 減免割合

牛根地区
協和地区

水之上地区
大野垂桜地区

柊原地区
新城地区

10 年間 全額

※ 中央地区（垂水小学校区）は、条例改正に伴い、
　 令和 6 年度から廃止となります。

市
営
墓
地
使
用

　

市
営
墓
地
の
使
用
に
際
し
、
以
下
の
場
合

に
は
手
続
き
が
必
要
で
す
。

■
市
営
墓
地

　

中
ノ
平
・
市
木
・
海
潟

■
手
続
き
が
必
要
な
場
合

①
新
た
に
使
用
を
希
望
す
る
場
合

②
使
用
地
を
返
還
す
る
場
合
（
墓
石
は
使

　

用
者
に
お
い
て
撤
去
す
る
こ
と
）

③
使
用
権
を
承
継
す
る
場
合

④
使
用
者
の
住
所
・
氏
名
の
変
更

※
使
用
し
て
い
る
区
画
の
管
理
は
使
用
者

　

の
責
任
で
す
。
無
管
理
と
な
り
、
近
隣

　

か
ら
の
苦
情
が
来
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ

　

り
ま
す
の
で
、
草
刈
等
の
管
理
を
お
願

　

い
し
ま
す
。

※
許
可
を
受
け
た
方
が
亡
く
な
っ
た
場
合

　

な
ど
、
必
ず
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
改
葬
許
可
に
つ
い
て

　

墓
地
に
埋
葬
さ
れ
て
い
る
遺
骨
を
他
の

　

墓
地
や
納
骨
堂
へ
移
動
さ
せ
る
場
合
に

　

は
、
改
葬
許
可
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

許
可
を
受
け
る
た
め
に
は
、
現
在
の
墓

　

地
管
理
者
の
確
認
と
新
し
い
墓
地
等
の

　

受
入
証
明
な
ど
が
必
要
で
す
。

　

詳
し
く
は
生
活
環
境
課
ま
で
お
問
合
せ

　

く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
生
活
環
境
課

　

☎
32

－

1
2
9
7

確
定
申
告
は
自
宅
か
ら

で
き
ま
す

　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
（
以
下
「
ス
マ
ホ
」

と
い
い
ま
す
。）
で
、
給
与
所
得
、
年
金
収

入
や
副
業
等
の
雑
所
得
の
申
告
の
ほ
か
、

事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
の
青
色
申
告
決

算
書
（
収
支
内
訳
書
）
や
消
費
税
の
申
告

書
も
ス
マ
ホ
で
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
、

ご
自
宅
か
ら
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
で
申
告
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し
て
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
で
申
告
す
る
に
は
、「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
」
と
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
読
取
機
能
を

搭
載
し
た
ス
マ
ホ
」
が
必
要
と
な
り
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
電
子
証
明
書
を
読
み

取
っ
て
、
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
で
送
信
で
き
ま
す
。

　

そ
の
際
、
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書

の
パ
ス
ワ
ー
ド
（
数
字
４
桁
）
と
署
名
用

電
子
証
明
書
の
パ
ス
ワ
ー
ド
（
英
数
字
６

文
字
以
上
16
文
字
以
下
）
が
必
要
と
な
り

ま
す
。
署
名
用
電
子
証
明
書
の
パ
ス
ワ
ー

ド
が
分
か
ら
な
い
場
合

は
、
コ
ン
ビ
ニ
等
で
再

設
定
が
可
能
で
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

国
税
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
５
７
０

－

0
0

－

5
9
0
1

　

鹿
屋
税
務
署　

※
自
動
音
声
案
内

　

☎ 

０
９
９
４

－

42

－

3
1
2
7

▲詳しくは
　HP から

自
衛
官
等
募
集
に
伴
う
情
報

提
供
の
除
外
申
請

　

垂
水
市
で
は
、
法
令
等
に
基
づ
き
自
衛
官

お
よ
び
自
衛
官
候
補
生
の
募
集
を
行
う
た

め
に
必
要
な
情
報
を
自
衛
隊
へ
提
供
し
て

お
り
ま
す
。
情
報
提
供
を
望
ま
な
い
方
は
、

本
人
ま
た
は
保
護
者
等
か
ら
除
外
申
請
の

手
続
き
を
行
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
で
自
衛

隊
へ
提
供
す
る
情
報
か
ら
除
外
し
ま
す
。

■
除
外
対
象
者

　

垂
水
市
に
住
民
登
録
が
あ
る
方
の
う
ち
、

　

令
和
６
年
度
中
に
18
歳
ま
た
は
22
歳
に

　

な
る
方
お
よ
び
15
歳
に
な
る
男
子
（
日

　

本
国
籍
を
有
す
る
方
）

・
15
歳
の
男
子

・（
平
成
21
年
４
月
２
日 

～

　

 

平
成
22
年
４
月
１
日
生
ま
れ
）

・
18
歳
の
男
子
お
よ
び
女
子

・（
平
成
18
年
４
月
２
日 

～

　

 

平
成
19
年
４
月
１
日
生
ま
れ
）

・
22
歳
の
男
子
お
よ
び
女
子

・（
平
成
14
年
４
月
２
日 

～

　

 

平
成
15
年
４
月
１
日
生
ま
れ
）

■
提
供
す
る
情
報

　

氏
名
、
出
生
の
年
月
日
、
男
女
の
別

　

お
よ
び
住
所

※
提
出
し
た
情
報
に
つ
き
ま
し
て
は
、
法
令

　

に
基
づ
き
適
正
に
管
理
す
る
と
と
も
に
、

　

目
的
外
の
利
用
は
一
切
致
し
ま
せ
ん
。

■
受
付
期
間

　

２
月
１
日
（
木
） 

～ 

３
月
29
日
（
金
）

　

９
時 

～ 

17
時
（
土
日
祝
日
を
除
く
）

※
郵
送
の
場
合
は
期
限
ま
で
に
必
着

■
提
出
書
類

　

所
定
の
除
外
申
請
書
等
に
つ
い
て
は
、

　

市
民
課
相
談
係
ま
た
は
垂
水
市
の
ホ
ー

　

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
取
得
で
き
ま
す
。

◎
提
出
先
・
問
い
合
わ
せ
先

　

〒
８
９
１

－

2
1
9
2

　

垂
水
市
上
町
１
１
４
番
地

　

垂
水
市
役
所　

市
民
課　

相
談
係

　

☎ 

０
９
９
４

－

32

－

1
2
9
5

み
ん
な
の
森
づ
く
り
県
民
税

　

み
ん
な
の
森
づ
く
り
県
民
税
は
、
森
林
の

保
全
や
、
県
民
の
皆
様
が
森
林
に
ふ
れ
あ
う

機
会
の
提
供
、
森
林･

林
業
の
学
習
や
体
験

活
動
な
ど
に
活
用
さ
れ
る
税
金
で
す
。

■
納
付
額

　

個
人
県
民
税
ま
た
は
法
人
県
民
税
が
課
税
さ

　

れ
て
い
る
方
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
納
め

　

て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

・
個
人　

５
０
０
円
（
１
年
間
）

・
法
人　

均
等
割
額
の
５
％

◎
問
い
合
わ
せ
先

・
税
の
仕
組
み
に
関
す
る
こ
と

　

鹿
児
島
県
庁　

税
務
課

　

☎
０
９
９

－

2
8
6

－

2
1
9
9

・
税
の
使
途
に
関
す
る
こ
と

　

鹿
児
島
県
庁　

環
境
林
務
課

　

☎
０
９
９

－

2
8
6

－

3
3
3
2

交
通
事
故
相
談
所
が
、

出
張
相
談(

大
隅)

を
実
施

　

鹿
児
島
県
交
通
事
故
相
談
所
で
は
、
大
隅

地
域
振
興
局
に
お
い
て
定
期
的
な
出
張
相

談
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

■
開
催
日　

２
月
22
日
（
木
）、

　
　
　
　
　

３
月
14
日
（
木
）、
28
日
（
木
）

■
時
間　

10
時
30
分 

～ 

14
時

　
　
　
　
（
相
談
受
付
：
13
時
30
分
ま
で
）

■
場
所　

大
隅
地
域
振
興
局
１
階

※
相
談
は
無
料
で
す
。

※
予
約
状
況
に
よ
り
、
出
張
相
談
を
中
止
す

　

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
必
ず
２
日
前
ま
で
に
ご
予
約
を
お
願
い

　

し
ま
す
。
県
交
通
事
故
相
談
所
ま
で
ご
連

　

絡
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

県
交
通
事
故
相
談
所

　

☎
０
９
９

－

2
8
6

－

2
5
2
6

▲詳しくは
　HP から
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